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人事行政の運営等の状況の公表について

　この報告書は、舞鶴市における職員の任用や給与、勤務条件等の状況を
広く市民にお知らせすることにより、本市人事行政の透明性を高め、その
公正性の一層の確保を図るため、「舞鶴市人事行政の運営等の状況の公表
に関する条例」に基づき公表するものです。



１　職員の任免及び職員数に関する状況

（１）　部門別職員数の状況

（単位：人）

（注）　 1 各年4月1日現在の人数です。

　　　　2 職員数は特別職及び再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員を除いた数です。
　　　　　 

小　　　計

合　　　　計 751 758 7

特
別
行
政

公
営
企
業
等

部　門

議　　　会

総　　　務

税　　　務

労　　　働

農林水産

小　　　計

教　　　育

消　　　防

小　　　計

病　　　院

水　　　道

下  水  道

そ  の  他

商　　　工

土　　　木 62 62 0

127

128 4

民　　　生

衛　　　生

46 53 7 組織改編+4、人事異動+2、図書館司書+1

定数増+4

3 組織改編+2、外務省への派遣増+1

131

30 29 -1 人事異動▲1

1 1

132 1 徴収業務の外部移管に伴う業務整理+2、派遣廃止▲1

0

28 25 -3 退職不補充▲1、人事異動▲2

　職員数については、全庁的に事務事業の見直しや業務量に合わせた職員の適正配置、業
務の委託化等を行い、適正化に努めております。

区　分 職員数 対前年
増減数

増減事由
令和6年 令和7年

7 6 -1 会計年度による補充▲1

一
般
行
政

127 0

35 35 0

444 443 -1

23 26

24

36 30 -6 徴収業務の外部移管に伴う減▲1、介護会計事業の一般会計事業への移行に伴う減▲5

137 134

19 17 -2 下水道への担当変更▲2

26 2 水道からの担当変更+2

-3

3 増員+3

124

170 181 11

58 61
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（２）　職員の採用・退職の状況

ア　一般職員 イ　会計年度任用職員（フルタイム）

（単位：人） （単位：人）

（３）　年齢別職員構成の状況 （令和7年4月1日現在）

合計 16

区　分

未満

36歳

39歳 43歳 51歳

32歳～

35歳

71 79 72 8039

24歳 28歳～ ～

27歳 31歳

72 63

20歳～

86
職員数
（人）

4

以上

44歳 48歳 52歳 56歳 60歳
計

75 24 75893

～ ～

47歳 55歳 59歳

6 2

調理員 0 1

その他技術職 1 0

消防職

23歳

医療職 8 6

合　　　　計 44 45

40歳 ～ ～～ ～20歳

設備技術職 1 1

0 0

保健師 1 0

図書館司書 2 1

管理栄養士

一般事務職 24 30 一般事務職 4

保育士

図書館司書

医療職 2

保育士 0 3 5

0 1 5土木技術職

建築技術職 1 0

(令和6年4月2日 (令和6年4月1日区　　　　分
採用 退職

区分
令和７年４月１日
現在の職員数

～令和7年4月1日） ～令和7年3月31日）

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

令和７年４月１日現在の構成比 （参考）５年前の構成比
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（４）　職員数の推移 （単位：人）

２　職員の人事評価の状況

：

：

３　職員の給与の状況

（１）　総括

　①　人件費の状況　（令和6年度普通会計決算）

（注）　

　②　職員給与費の状況　（令和6年度普通会計決算）

（注）　 職員手当には、退職手当を含みません。

75,322

職員数
（A）

人

614 2,511,668 468,923 1,060,056

％

7,079,655 18.2 17.2

人件費には、一般職に支給される給与のほか、特別職及び会計年度任用職員に支給される報酬等を含
みます。

千円 千円

4,040,647 6,581

千円 千円 千円

千円 千円 千円 ％

公
営
企
業
会
計

病院

水道

下水道

その他

計

総　　合　　計

制度名

人事評価制度

162

31 28

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費
一人当たり給与費

（B／A）給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　（B)

人

38,852,222 1,098,452

歳　出　額
（A)

実質収支
人　件　費

（B）
人件費率
（B／A）

（参考）

R5年度の人件費率

住民基本台帳人口

（令和7年1月1日）

計 650 641 629 612

57 57 60

46 44 40 37

152 140 139

対象者

全職員

26 83.9%

124 128

474 462 445

43 42 43

124 125 124 103.2%

19 17 63.0%

24

624 96.0%

61 105.2%

137

751 758 93.3%

評価の構成及び実施期間

令和7年4月～令和8年3月

令和7年4月～令和8年1月

23 23

30 65.2%

134 82.7%

業績評価

能力評価

812 793 769 751

36

R3 R4 R5

消防 124

58

27 23 20 19

区　分

一般行政部門

R2

普
通
会
計

483

教育 43

614

58

R6 R7
過去5年間の

増減率

444 443 91.7%

46 53 123.3%
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　③　ラスパイレス指数の状況　（各年４月１日現在）

（注） １

２

（２）　給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】 国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引き下げ及び

地域手当の支給割合の見直し等に取り組むこととされている。

　①　給料表の見直し

［ ］

（３）　一般行政職給料表の状況 （令和7年4月1日現在）

3,213 3,552 4,083 4,583

実施 未実施

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指
数です。

類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したも
のです。

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

　 実施内容（平均引き下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の
場合には、その理由））

（給料表の改定実施時期） 平成28年4月1日

（内容） 一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均1.8％引き下げ。
激変緩和のため、平成30年3月31日まで経過措置（現給保障）を実施。
他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

（単位 ： 百円）

区　分 １級 ２級

１号給の
給料月額

1,835 2,300 2,653 2,988

4,509 4,885
最高号給の
給料月額

2,581 3,085 3,547 3,861 3,982 4,157
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（４）　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　①　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 （令和7年4月1日現在）

国家公務員給与等実態調査における行政職俸給表適用職員の数値です。

　②　技能労務職

（注） 1

2 諸手当は、「舞鶴市職員給与条例」に基づき支給しています。

3 平成２０年度から、給与構造改革に取り組み給与水準を４．８％引き下げています。

　③　職員の初任給の状況 （令和7年4月1日現在）

　④　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （令和7年4月1日現在）

大学卒 288,658円

高校卒 255,171円

341,240円 376,220円

279,983円 341,000円

高校卒 188,000円

区　　　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一　 般
行政職

197,000円 188,000円

415,962円

給料表は、「単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の行政職給料表」を適用していま
す。

区　　分 舞鶴市 京都府 国

行政職

区　分 職員数 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

調理員 3人

大学卒 220,000円 228,500円 220,000円

54.8歳 374,500円

339,327円 422,510円

区　分 平均年齢 平均給料月額
平均給与月額

（※２）

42.0歳

※１

※２ 平均給与月額とは、給料月額に扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したもので
す。

※３ 国家公務員の平均給与月額は、時間外勤務手当、特殊勤務手当等を含めずに公表されているため、比
較用に再計算したものです。

平均給与月額
国ベース（※３）

371,654円

－ 414,480円

行政職

消防職 39.3歳 327,698円 414,493円 360,246円

国（※１） 41.9歳 332,237円
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（５）　一般行政職の級別職員数等の状況

　①　一般行政職の級別職員数の状況 （令和7年4月1日現在）

（注） 舞鶴市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

５級

６級

７級

８級 部長の職務 10人 2.4%

高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する
主事の職務

49人 11.9%

主査の職務 72人 17.5%

高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する
主査の職務

区分 基準となる職務 職員数 構成比

主事の職務 35人 8.5%

61人 14.8%

１級

２級

３級

４級

12人 2.9%

係長又は主任の職務 103人 25.0%

課長又は主幹の職務 70人 17.0%

次長の職務

8.5% 8.3% 6.0%

11.9% 12.0%
11.2%

17.5% 16.6%
16.1%

14.8% 15.1% 22.5%

25.0% 25.6%
22.8%

17.0% 15.9% 15.6%

2.9% 3.9% 3.8%
2.4% 2.6% 2.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和7年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級
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（６）　職員の手当の状況

　　①　期末手当・勤勉手当 （令和6年度普通会計決算）

 １人当たり平均支給額 千円

（支給割合） （支給割合）

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　　②　退職手当 （令和7年4月1日現在）

　　③　地域手当 （令和7年4月1日現在）

（注）　 令和６年度まで廃止していました。

加算措置
　定年前早期退職特別措置

（2％～20％加算）
　定年前早期退職特別措置

（2％～45％加算）

在職期間中の職務の級に応じ加算 在職期間中の職務の級に応じ加算調整額

期末手当 勤勉手当

2.5 2.10

職制上の段階、職務の級等による加算措置：

有

舞　　　鶴　　　市 国

1,726 －

期末手当

2.5

勤勉手当

2.10

職制上の段階、職務の級等による加算措置：

有

47.709月分 47.709月分

勤続25年

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

33.27075月分 28.0395月分

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分

28.0395月分 33.27075月分

国

自己都合 勧奨・定年等 自己都合 勧奨・定年等

舞　　　鶴　　　市

（支給率）

支給率

4％

支給対象職員数

758人

国の制度（支給率）

4％

支給対象地域

市内全域
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　　④　特殊勤務手当 （令和6年度普通会計決算）

※ 業務の状況に応じた加算措置を設けています。

異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な
災害が発生した箇所又はその周辺において災害警備
又は遭難救助の業務に従事した職員

１日　  840円

月額　30,000円斎場に勤務する職員

24時間の交代制勤務の消防職員で夜間勤務に従事
した職員

１当務　1,000円

火災、救急等により出動した消防職員 １回　500円以内

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発
生するおそれがある現場において巡回監視の業務に
従事した職員

１日　  710円

重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著
しい箇所で応急作業又は応急作業のための災害状況
の調査の業務に従事した職員

１日　1,080円

・特定新型インフルエンザ等から市民の生命及び
　健康を保護するために緊急に行われた措置に係る
　業務に従事した職員

1日　1,500円以内

死犬、死猫等の処理業務に従事した職員 １件 　1,000円

防疫等作業手当（※）

犬、猫等死体処理作業手当

浄化センターに勤務する職員 月額　 5,000円

清掃事務所に勤務する職員 月額 　5,000円

市税等徴収事務手当 市税、料等の徴収業務に乗じ従事する職員 月額　 2,000円

社会福祉業務手当

行旅死亡人等収容手当
・行旅死亡人の収容業務に従事した職員
・福祉事務所に勤務し、死亡人の収容業務に従事し
　た職員

１件　10,000円

・伝染病の予防救治業務に従事した職員
・疫病媒介害虫防除のため薬剤散布の業務に直接
　従事した職員

１日　　 500円

支給実績 18,429千円

支給職員１人当たり平均支給年額 95,984円

浄化センター勤務手当

清掃事務所勤務手当

斎場勤務手当

隔日勤務手当

火災等出動手当

災害応急作業等手当（※）

職員全体に占める手当支給職員の割合 31.3％

生活保護世帯の査察指導又は訪問調査等の業務に
従事する職員

月額　 2,000円

手当の名称 主な支給対象業務及び支給対象職員 支給単価

8



　　⑤　時間外勤務手当（普通会計決算）

　　⑥　その他の手当 （令和6年度普通会計決算）

・子    ：

・配偶者、子以外の扶養親族 ：

運賃相当額支給

（最高支給限度額

１㎞増すごとに

（最高支給限度額

・部長級(参事)    ： 給料月額の ％

・部長級(参事以外) ： 給料月額の ％

・次長級 ： 給料月額の ％

・課長級 ： 給料月額の ％

85,161

千円

42,265

千円

支給実績 211,759千円

387千円支給職員１人当たり平均支給年額

支給職員１人当たり平均支給年額 394千円

内容及び支給単価 支給実績

令和5年度

16

14

215,346千円

6,500円 千円

81,571

・配偶者：

千円

28,828

10,000円

6,500円

・16歳～22歳（特定扶養加算)：１人につき 5,000円加算

・借家居住者 ： 家賃額に応じ 28,000円以内

55,000円)

・交通機関利用者：

・交通用具利用者： 2㎞～3㎞ 3,000円

620円

55,000円)

20

18

扶養手当

通勤手当

管理職手当

住居手当

手当名

令和6年度

支給実績
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（７）　特別職の報酬等の状況 （令和7年4月1日現在）
     

円 （※1）

円

円

円

円

円

月分

（令和6年度支給割合） 月分

市長の給料は、３割減額しています。

市長の退職手当は、今期分は不支給とします。

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）　勤務時間の状況

　①　１週間の勤務時間

　②　基本的な勤務時間

（２）　休暇の状況

　①　年次有給休暇

・市長部局等の職員の取得状況 （令和6年）

570,000

480,000

440,000

（令和6年度支給割合） 3.30

3.45

（支給時期）

100分の303

（算定方式）

給料月額×勤続年数× 100分の550 （※２）

任期ごと100分の367給料月額×勤続年数×

給料月額×勤続年数×

688,000

期
末
手
当

退
職
手
当

※１

※２

開始時刻

8:30

年間平均取得日数

17:15

12.8日

38.75時間

終了時刻 休憩時間

12：00～13：00

　　１年を通じ２０日以内の年次有給休暇を取得することができ、その年に取得できなかっ
た日数がある場合は、２０日を限度として翌年に繰り越すことができます。

議　 員

副市長

給　料　月　額　等

949,000

781,000

市　 長

副市長

教育長

報
　
酬

教育長

議 　長

副議長

市　 長

区　　　分

給
　
料

市　 長

副市長

教育長

議　 長

副議長

議　 員
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　②　育児休業及び部分休業

・令和6年度中に新たに取得した職員数

　③　病気休暇

　 職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得な
いと認められる場合に、診断書に基づき９０日を限度とし必要最小限度の期間取得するこ
とができます。

育児休業

部分休業

24人

3人

　 子を養育する職員の継続的な勤務を促進することにより、職員の福祉の増進と地方公
共団体の行政の円滑な運営を図ることを目的に「地方公務員の育児休業等に関する法
律」が制定されております。この法律により、子が３歳に達するまでの期間に育児休業及び
部分休業を取得することができます。
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　④　特別休暇

　⑤　介護休暇

７日の範囲内の期間

　 職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等を２週間以上にわたり介護するため、勤務し
ないことが相当であると認められる場合に、介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３
回を上限に、通算して６月を超えない範囲内において必要と認められる期間取得すること
ができます。

その都度必要と認められる期間

1の年において5回（体外受精及び顕微授精に係
る通院等の場合は10日）

出産予定日以前８週間（多児妊娠の場合は１４週
間）産後８週間

１日２回それぞれ３０分以内の期間

入院の日から出産の日後２週間を経過する日まで
の間における５日の範囲内の期間

出産予定日以前6週間（多児妊娠の場合は14週
間）産後1年間において５日

１の年において５日の範囲内の期間
（対象の子が２人以上１０日）

１の年において５日の範囲内の期間
（要介護者が２人以上１０日）

親族に応じ１日から１０日間

１の年の７月から９月までの間において３日の範囲
内の期間

取得事由 付与期間

選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認められる期間

同上

同上

１の年において５日の範囲内の期間

１０日間

職員の妻の出産

育児参加

小学校就学の始期に達するまでの子の看護

要介護者の短期介護

忌引

夏季における盆等の諸行事

地震、水害、火災その他の災害による職員の現住
居の損失又は損壊

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事
故等により勤務困難

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判
所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭

骨髄移植のための骨髄液の提供

職員のボランティア活動

職員の結婚

不妊治療に係る通院等

職員の出産

生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の
保育のための授乳
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５　職員の分限及び懲戒処分の状況 （令和6年度）

（１）　分限処分の状況

（２）　懲戒処分の状況 （令和6年度）

６　職員の服務の状況

令和6年度　営利企業等への従事許可の状況

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

勤務成績が良くない場合 0人 0人 0人 0人

0人 0人

処　分　事　由 降任 免職 休職 降給

0人 47人

16件 手話通訳、要約筆記、非常勤講師等

0人 0人 0人

3人 0人 0人 0人

　 職員の服務の根本基準は地方公務員法第３０条において「すべて職員は、全体の奉仕者として
公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなけれ
ばならない。」と定められております。
　 具体的には、同法において職務に専念する義務や信用失墜行為の禁止、営利企業等への従事
制限など服務上の規律を課しているほか、本市では、職員の公務員倫理の確立及び保持のため
の事項を条例において定めています。

主な従事内容許可件数

減給 停職

刑事事件に関与し起訴された場合 0人 0人 0人 0人

戒告 免職

0人 0人 0人 0人

0人

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行の
あった場合

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

法令に違反した場合

処　分　事　由

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過
員を生じた場合

適格性を欠く場合

心身の故障の場合
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７　職員の退職管理の状況

８　職員の研修の状況

退職者数

再就職先

舞鶴市
他の地方

公共団体等

主な研修名・派遣先等 受講者数

45人 18人 6人 0人 24人

　 優れた人材の育成と職員や職場の意識改革・風土の改革を図るため、各種の研修を実施して
います。

民間企業等 再就職者計

人権研修、会計事務研修、文書管理事務研修、カスタマーハラス
メント（接遇）研修

359人

新規採用職員研修（前期・後期）、新任係長級職員研修、新任管
理職研修、新任部長研修

81人

人事評価研修 138人

府北部７市合同研修、高浜町との合同研修
51人

旧軍港市振興協議会事務局、京都府、オムロンソーシアルソ
リューションズ㈱

5人

自治大学校、全国市町村研修財団、京都府市町村振興協会、公
務人材開発協会

151人

自主研修
会計人材育成講座、法務人材育成講座、通信教育受講費補助、
自主研究グループ活動費助成

101人

合同研修

派遣研修

実務研修

専門・特別研修

人事評価研修

階層別研修

区　　分
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９　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）　職員の健康管理・職場環境の状況

（２）　公務災害の状況 （令和6年度）

（３）　共済組合事業の状況

・組合員数： 人 （令和6年10月1日現在）

１０　公平委員会の業務の状況 （令和6年度）

　 「舞鶴市職員共済組合」を組織し、職員の健康増進及び元気回復を図るための福利厚生事
業等を行っております。

754

業　務　の　内　容 件　数

勤務条件に関する措置の要求の状況 0件

不利益処分に関する不服申し立ての状況 0件

4件 0件

　 職員の安全と心とからだの健康保持増進を図るとともに、快適な職場環境の形成を促進す
るため、「労働安全衛生法」に基づき、舞鶴市職員安全衛生委員会を設置し、定期健康診断や
特殊健康診断などの各種健康診断や作業環境の整備、職場巡視などを実施しています。

内訳

公務災害 通勤災害

4件

認定件数
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